
１ 各地のみどり認定の事例（テーマ：みどり投資促進税制）

みどり認定の最新情報をお届け！

３
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はじめに
みどり認定が全国で本格的に始まり、１年が経ちました。みどり認定を受けた生

産者は３月末で4,000名を超える見込みです。これは、都道府県や市町村のご担当者
が尽力され、生産者の方にも制度の主旨とメリットをご理解いただいたおかげです。
ありがとうございます。みどりの食料システム戦略グループとしても、引き続きメ
リット措置の拡充を図り、みどり認定を推進してまいります。
今回はみどり認定のメリットである『みどり投資促進税制』をご紹介します。

みどりの投資促進税制とは

みどり認定を受けた計画に従って
化学肥料・化学農薬の使用低減に必
要となる設備を導入した場合、通常
の減価償却額に一定の金額を上乗せ
して償却(特別償却)できる制度です。
この度、令和８年３月31日まで２年
間の税制延長の方針が決まりました。

【特別償却のイメージ】

700万円・耐用年数７年の農業機械を導入 ※定額法の場合
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取得価額×32％を初年度の減価償却に上乗せ （損金計上）

→ 導入当初の法人税・所得税が軽減

みどり投資促進税制を受ける場合、まずはみどり認定を受けてください！

【みどり認定 計画イメージ】 計画申請時（R６）→ 目標（R11）

（土づくり）

・毎年土壌診断の実施

  ・牛ふん及び鶏ふん堆肥の投入

 0.5t/10a → 1t/10a

（化学肥料の使用減少）

・堆肥と肥料の併用による化学肥料の使用低減

・側条施肥田植機の利用による化学肥料の低減

  ６kgN/10a  → 3.6kgN/10a

（慣行：6.4KgN/10a）  

（化学農薬の使用減少）

・水稲種子の温湯消毒による化学農薬の使用低減

・オフセットモア除草による化学農薬の使用低減

８回 → 5回

（慣行：17回）

環境負荷低減事業活動の取組面積 ８ha → 12.5ha
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みどり投資促進税制対象機械は全部で７５機種あり（令和６年３月時点）、様々

な機種を取り揃えている中でオフセットモアも対象になっています！

対象機械は随時増えているので要チェックです。

みどり投資促進税制のココがいい！①

オフセットモア
（みどり投資促進税制対象）

茨城県筑西市で水稲・麦を栽培する渡辺さんは牛ふん・鶏ふん堆肥を投入し、化学肥料の使

用低減に取り組むとともに、水稲種子の温湯消毒や、オフセットモア（みどり投資促進税制対

象）の導入による水田周辺の効率的な除草により、農薬の使用低減に取り組みます。認定取得

のきっかけは、「業者からみどり投資促進税制について紹介され、以前から購入を考えていた

オフセットモアが入っていたこと」であり、この機械を使うことで除草剤の使用を減らすこと

ができるため、みどり認定を受けたとのことです。

（1）茨城県筑西市 渡辺 雅彦氏（オフセットモアを導入）

みどり投資促進税制の
対象機械はコチラ

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/midorihou_kibann.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/midorihou_kibann.html


かいべっとう

（２） 秋田県大仙市 農事組合法人あきた皆別当 （可変施肥田植機を導入）

秋田県大仙市で、水稲を栽培するあきた皆別当（耕地面積40ha)は、慣行栽培で米を生産し
ていましたが、近年の環境に配慮した消費行動の動向を踏まえ、環境負荷低減の取組を始め、
20haまで拡大する計画です。土壌分析結果に基づく牛ふん堆肥の施用等による土づくりやド
ローンのセンシングデータに基づき適正な施肥を行い、化学肥料の使用低減に取り組みます。
環境に優しい農業に興味があり、地域内で生産される牛ふん堆肥と可変施肥田植機の活用で化
学肥料の削減ができないか考えていました。みどり認定を受けたことで、みどり投資促進税制
の活用もでき、設備投資資金にも充てることができたので助かっています。

【計画イメージ】 現 状（R5)→ 目標（R10）

（土づくり）

・稲わらのすき込み、牛糞堆肥の施用
0kg   → 500kg/10a

（化学肥料の低減）

・土壌診断やドローンセンシングデータに基づく適正施肥

窒素11kg/10a → 窒素8kg/10a

（慣行：窒素8㎏/10ａ※）

※みどり認定の基準は都道府県により異
なります。

（化学農薬の低減）

・病害虫防除所の予察情報に基づく必要最小限の防除

・温湯消毒種子の使用

使用回数：15回 → 10回

（慣行：20回）

環境負荷低減事業活動の取組面積 0ha → 20ha

可変施肥田植機
（みどり投資促進税制対象）
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特別償却の活用により、
 ・導入当初の税負担軽減によるキャッシュフローの改善
 ・償却費用の前倒しによる投下資金の早期回収 などの効果が期待できます！

みどり投資促進税制のココがいい！②

（３）岐阜県飛騨市 有限会社エイドスタッフ（食味・収量センサー付きコンバインを導入）

【みどり認定 計画イメージ】 計画申請時（R5）→ 目標（R10）

（土づくり）

・豚ぷんペレット堆肥の散布（５月）

  ・食味・収量コンバインにより10ｍメッシュで収量・食味値の

 データを収集し、その結果をもとにＧＰＳブロードキャスタ

で散布量を調整し、生育ムラを減らす。

０ｔ/10ａ →     0.4ｔ/10a

（化学肥料の使用減少）

・豚ぷんペレット堆肥利用による化学肥料の低減

・生育診断データをもとに散布用ドローンによるスポット追肥

7.4kg/10a   → 4.8 kg/10a

（慣行）7.4kg/10a

（化学農薬の使用減少）

・生育診断データをもとに散布用ドローンによるスポット散布

255g/10a → 235g/10a

（慣行）成分換算量255g/10a

環境負荷低減事業活動の取組面積   20ha →      20ha

堆肥

岐阜県飛騨市において、約40haで水稲・大豆・小麦・えごま等を栽培する有限会社エイド

スタッフは、水稲栽培において、食味・収量センサー付きコンバイン（みどり投資促進税制対

象）を導入し、得られたデータを元にしながらGPSブロードキャスタで局所・可変施肥をする

など、化学肥料の使用低減に取り組んでいます。

(有)エイドスタッフは圃場整備により区画が拡大され、既存所有機械では労力や作業効率の

改善が図れず、令和５年度スマート農業実証プロジェクトへ参画しました。新規にコンバイン

等を導入するため、税負担の軽減ができないかを飛騨市に相談したところ「みどり投資促進税

制」の活用を勧められたことがみどり認定を受けるきっかけでした。みどり投資促進税制につ

いては、「約1,500万円のコンバインという高額な投資であるため、初年度の税負担が抑えら

れ、資金繰の面で助かり安定的な経営が望める」といった使い勝手の良さを感じています。
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肥料

化学
農薬

食味収量コンバイン
(みどり投資促進税制対象）

スマート実証に参画し、生産性向上
と環境負荷低減に取り組む。

みどり投資促進税制のココがいい！③
委託事業等の圧縮記帳ができない予算事業においては、資金

繰りのメリットが大きいです！



２ 内閣府沖縄総合事務局のみどり戦略に関する取組のご紹介

沖縄総合事務局農林水産部は、沖縄県内の農林水産省の地方出先機
関として、みどり戦略の推進に取り組んでいます。
令和５年度は初の試みとして、有志の若手職員でみどり戦略に関す

るグループワークを行いました。若手職員同士で議論しながら質問事
項を整理し、みどり認定を取得された方や有機農産物を取り扱う飲食
店の方などへインタビューを行い、一般の方向けにパンフレットを作
成しました。

インタビューの様子

沖縄事情を含めた背景の紹介 県内でみどり認定を受けた農家にインタビュー

パネル展示の様子

パンフレットは局HPに掲載しているほか、県内イベ
ント等でパネル展示を行っています。「パンフレットを
配布したい」等のご希望ございましたら、沖縄総合事務
局農政課（098-866-1627）までお気軽にお問い合わせ
ください。

パンフレットはこちら
（沖縄総合事務局HP）

林業・漁業手引き

（１）林業・漁業分野のみどり認定の手引きについて

林業・漁業分野のみどり認定の手引きを公開しています。

申請書の記載例もありますので、ぜひご参考にしてくだ

さい。

３ みどりの食料システム戦略グループの動き

＼都道府県・市町村からの取組紹介もお待ちしております／

（２）農産物の環境負荷低減の「見える化」の本格運用開始

令和６年３月から農産物の環境負荷低減の取組の「見える

化」の本格運用が始まりました。環境負荷低減の取組内容を入

力していただくと温室効果ガスの削減への貢献度合いに応じて

星の数で表示が可能です。また、米については、生物多様性保

全に関する等級表示もできるようになりました。

見える化マークが新しくなりました！

みどりの食料システム戦略推進交付金（R5補正・R６当初）の追加募集を行っています。

要望がある方はお早めに都道府県にご相談ください。

パネル展示の様子

（３）みどりの食料システム戦略推進交付金の追加募集について

環境負荷低減の
「見える化」は

こちら→

https://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/nousui/midori/wakatemidori1.pdf
https://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/nousui/midori/wakatemidori1.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/houritsu-127.pdf


みどり認定の最新情報をお届け！「みどり通信」

◇御意見・御感想等をお寄せください◇

本メルマガに関する御意見・御感想や取り上げてほしいテーマのほか、御自身
の所属する都道府県・市町村の取組（300字程度）を掲載してほしい！といった
声もお待ちしております。以下のメールアドレスまでお寄せください。
メールアドレス：midorihou_kankyo_bio＠maff.go.jp

【発行】
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

（担当：藤田、中山）
TEL：03-6744-7186

【最近の主な周知活動】
３/５～８ 【東京都】みどりの食料システムEXPO
３/14 【栃木県】さくら市講演（山本）
３/21 【大阪府】クロスコンプライアンス導入に関する説明会（表谷）

（４）説明会・研修会などに講師を派遣します！

みどりの食料システム戦略や認定制度、クロスコンプライアンス等について、農林水産
省みどり担当が御説明します。Ｊ-クレジット制度や「見える化」の取組も含め、御要望が
ありましたら、お近くの地方農政局のみどり担当窓口までお気軽にご相談ください。

【本省みどりの食料システム戦略
グループの若手職員の取組】
３/５～８に東京ビックサイトでみ

どりの食料システムEXPOが行われ、
本省みどりの食料システム戦略グルー
プでは若手職員がブース対応を行いま
した。ブースでは、みどり認定・環境
負荷低減の「見える化」・J－クレ
ジット制度について来場者の方に説明
しました。

メーカー・行政等から色々な
質問を受けました。

環境負荷低減の「見える化」
マークも展示しました。
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